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❷空き家・空き地バンクは
　残置物があっても登録できます
　空き家を売りたい人と買いたい人をマッチン
グするサイト「空き家・空き地バンク」は、残置物
があっても空き家を登録・掲載できます。
　登録するとサイトで物件を紹介し、市内だけで
なく、市外、県外にもアプローチできます。

❸残置物の撤去を支援
　SNSでのPRに協力いただくと
　４万円の奨励金を差し上げます
　対象：次のいずれにも該当する人
・空き家・空き地バンクの登録物件を所有し
ているか利用する意思があり、残置物の撤
去・清掃を専門業者で実施した人
・三条市か（一社）燕三条空き家活用プロジ
ェクトがSNSで行う空き家の流通促進のPR
に、写真やコメントの提供、インタビューへ
の出演などで協力した人
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❶残置物を必要な人につなげるサービス「REYOO」を活用ください
　燕三条エリアの空き家対策と利活用を促進している（一社）燕三条空き家活用プロジェクトが、空き
家の残置物を引き取り、必要な人に販売するサービス「REYOO」を始めました。
　空き家の残置物にお困りの人は相談ください。
問い合わせ…（一社）燕三条空き家活用プロジェクト ☎050-1871-0564
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　メール  vh.worker@gmail.com
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残置物の引き取りの様子


